
令和８年 6 月３日 

台風接近に伴う栄「住まいの窓口」の営業について 

 

台風 6 号の接近に伴う警報の発令により、栄「住まいの窓口」は以下のとおり営業いたしま

す。 

 

暴風警報、特別警報等が発令された場合 

午前 6 時までに警報が解除されない

時 

午前 10 時から午後１時まで臨

時休業します。 

午前 6 時から午前 11 時までに警報が

解除された時 

午後 1 時から営業します。 

午前 11 時を過ぎても警報が解除され

ない時 

終日、臨時休業します。 

 

所在地 

名古屋市東区東桜一丁目 11 番 1 号 オアシス 21 バスターミナル内 

 

 

 


